
○
総
務
省
令
第
三
十
二
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
二
十
五
条
及
び
地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
七
年
政
令
第
四
百
三
号
）
第
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

総
務
大
臣

石
田

真
敏

地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
総
理
府
令
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改
正

後
改

正
前

別
表
第
一
号

（第
三
条
関

係

）

別
表
第
一
号

（第
三
条
関

係

）

勘
定

科
目

表
勘

定
科

目
表

収
益

収
益

１
水
道
事
業
又
は
工
業

用
水
道

事
業

１
水
道

事
業

又
は
工

業
用
水

道
事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

２
軌
道

事
業
及
び
鉄
道
事
業

２
軌
道

事
業
及

び
鉄

道
事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

３
自
動

車
運
送

事
業

３
自

動
車
運
送

事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略
］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［
（注

）

略

］

［
（注

）

同
左

］

４
電

気
事

業
４

電
気

事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

５
ガ

ス
事

業
５

ガ
ス

事
業

款
項

目
款

項
目

ガ
ス
事
業
収
益

ガ
ス

事
業
収

益

製
品
売
上

製
品
売
上

ガ
ス
売
上

ガ
ス
売
上

託
送

供
給
収

益
コ

ーク
ス

売
上

事
業

者
間

精
算
収
益

タ

ール
売

上

タ

ール
製

品
売
上

そ
の
他
副

産
物
売

上

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

６
病

院
事

業
６

病
院

事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］



費
用

費
用

１
水
道
事
業
又
は
工
業

用
水
道

事
業

１
水

道
事
業

又
は
工

業
用
水

道
事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

水
道

事
業

費
用

又
は

工
水

道
事

業
費

用
又

は
工

業
用
水
道
事
業

費
用

業
用

水
道
事

業
費
用

営
業

費
用

営
業

費
用

原
水

費
原

水
費

［略

］

［同
左

］

賞
与
引
当

金
繰
入

額
賞
与
引
当
金

繰
入
額

賃
金

［略
］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［
（注

）

略

］

［
（注

）

同
左

］

２
軌
道

事
業
及

び
鉄
道

事
業

２
軌

道
事
業

及
び
鉄
道

事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

軌
道

事
業

（鉄
道

事
軌

道
事

業

（鉄
道

事

業

）費
用

業

）費
用

営
業
費

用
営
業
費

用

線
路
保

存
費

線
路
保
存
費

［略

］

［同
左

］

厚
生

福
利

費
厚
生

福
利
費

賃
金

［略

］

［同
左

］

電
路
保

存
費

［略
］

電
路

保
存
費

［同
左

］

厚
生
福
利

費
厚
生

福
利
費

賃
金

［略

］

［同
左

］

車
両
保

存
費

［略

］

車
両
保
存
費

［同
左

］

厚
生
福

利
費

厚
生
福
利
費

賃
金

［略

］

［同
左

］

運
転
費

［略

］

運
転
費

［同
左

］

厚
生
福

利
費

厚
生

福
利
費

賃
金

［略

］

［同
左

］

運
輸
管
理
費

［略

］

運
輸

管
理
費

［同
左

］

厚
生

福
利

費
厚
生

福
利
費

賃
金



［略

］

［同
左

］

旅
客
誘

致
費

［略

］

旅
客
誘
致
費

［同
左

］

厚
生
福

利
費

厚
生
福
利
費

賃
金

［略

］

［同
左

］

厚
生
福

利
施
設

費

［略

］

厚
生
福
利
施
設
費

［同
左

］

厚
生
福

利
費

厚
生

福
利
費

賃
金

［略

］

［同
左

］

一
般
管
理
費

［略

］

一
般

管
理
費

［同
左

］

厚
生
福

利
費

厚
生

福
利
費

賃
金

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

３
自
動

車
運
送

事
業

３
自

動
車
運
送

事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略
］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［
（注

）

略

］

［
（注

）

同
左

］

４
電
気

事
業

４
電

気
事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

電
気
事

業
費
用

電
気

事
業
費

用

営
業
費

用
営
業
費

用

水
力
発

電
費

水
力
発
電
費

［略

］

［同
左

］

厚
生

福
利

費
厚
生

福
利
費

賃
金

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［
（注

）

略

］

［
（注

）

同
左

］

５
ガ
ス

事
業

５
ガ

ス
事
業

款
項

目
款

項
目

ガ
ス
事

業
費
用

ガ
ス

事
業
費
用

製
造
費

製
造
費

［略

］

［同
左

］

賞
与

引
当

金
繰
入

額
賞
与
引
当
金
繰
入

額

賃
金

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］



売
上
原
価

売
上
原
価

ガ
ス
売
上
原

価
ガ

ス
売
上

原
価

コ

ーク
ス

売
上
原

価

タ

ール
売

上
原
価

タ

ール
製

品
売
上
原
価

そ
の
他
副

産
物
売
上
原
価

供
給
販
売
及
び
一
般
管
理

費
供

給
販
売

及
び

一
般
管

理
費

［略

］

［同
左

］

賞
与

引
当

金
繰
入
額

賞
与
引
当
金
繰
入
額

賃
金

［略

］

［同
左

］

賃
借
料

賃
借
料

託
送

料

［略

］

［同
左

］

雑
費

雑
費

事
業
者
間

精
算

費

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［
（注

）

略

］

［
（注

）

同
左

］

６
病
院

事
業

６
病

院
事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

病
院
事

業
費
用

病
院

事
業
費

用

医
業
費

用
医
業
費
用

給
与
費

給
与
費

［略

］

［同
左

］

賞
与

引
当

金
繰

入
額

賞
与
引

当
金
繰
入
額

（賃
金

）

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

資
産

資
産

固
定

資
産

固
定

資
産

１
水
道

事
業
又

は
工
業
用
水
道
事
業

１
水
道

事
業
又

は
工

業
用
水

道
事
業

款
項

目
款

項
目

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

２
軌
道

事
業
及

び
鉄
道

事
業

２
軌

道
事
業
又

は
鉄
道

事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］



３
自
動
車
運
送
事
業

３
自

動
車
運

送
事
業

款
項

款
項

［略
］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

４
電

気
事

業
４

電
気

事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

５
ガ

ス
事

業
５

ガ
ス

事
業

款
項

目
款

項
目

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［
（注

）

略

］

［
（注

）

同
左

］

６
病

院
事

業
６

病
院

事
業

款
項

目
節

款
項

目
節

［略

］

［略

］

［略
］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

流
動

資
産

流
動

資
産

款
項

款
項

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［
（注

）

略

］

［
（注

）

同
左

］

繰
延

資
産

繰
延

資
産

款
款

［略

］

［同
左

］

資
本

資
本

資
本

金
資

本
金

款
項

款
項

［略

］

［同
左

］
剰

余
金

剰
余

金

款
項

目
款

項
目

［略

］

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

［同
左

］

負
債

負
債

固
定

負
債

固
定

負
債



款
項

款
項

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

流
動

負
債

流
動

負
債

款
項

款
項

［略

］

［略

］

［同
左

］

［同
左

］

繰
延

収
益

繰
延

収
益

款
款

［略

］

［同
左

］

［
（注

）

略

］

［
（注

）

同
左

］

別
記
第
三
号

（第
四
十
六
条
関
係

）

別
記
第
三
号

（第
四
十

六
条
関

係

）

給
与
費
明
細
書
様
式

給
与
費

明
細

書
様
式

給
与

費
明

細
書

給
与

費
明

細
書

１
総

括
１

総
括

職
員

数
給

与
費

職
員

数
給

与
費

区
分

特
別
職

一
般
職

報
酬

給
料

手
当

計
法
定
福

利
費

合
計

区
分

特
別

職
一

般
職

報
酬

給
料

賃
金

手
当

計
法
定
福
利
費

合
計

（人

）

（人

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円
）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（人

）

（人

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

本
年

度

（

）

本
損

益
勘
定
支

弁
職

員

（

）

前
年

度

（

）

年
資
本

勘
定
支

弁
職

員

（

）

比
較

（

）

度
合

計

（

）

前
損

益
勘
定

支
弁

職
員

（

）

年
資

本
勘

定
支
弁

職
員

（

）

区
分

何
手
当

何
手
当

何
手
当

何
手
当

何
手

当
何

手
当

度
合

計

（

）

手
当
の

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

比
損
益

勘
定
支

弁
職

員

（

）

本
年
度

較
資

本
勘
定
支

弁
職

員

（

）

内
訳

前
年
度

合
計

（

）

比
較

区
分

何
手
当

何
手
当

何
手
当

何
手
当

何
手
当

何
手
当

手
当
の

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

（千
円

）

本
年

度

内
訳

前
年
度

比
較

（注

）

１
報

酬
又

は
給

料
を

も
つ
て

支
弁
さ

れ
る
職

員
で

予
算
の

積
算

の
基
礎

と
な

つ
た
も

の
に

つ
い

て
記

（注

）

１
報

酬
給

料
又

は
賃

金
を

も
つ
て

支
弁
さ

れ
る

職
員

で
予
算

の
積
算

の
基

礎
と

な
つ
た

も
の

に
、



載
す
る

こ
と

つ
い

て
記

載
す
る

こ
と

た
だ
し

「職
員

数

」の

「一
般
職

」欄
は

報
酬

又
は

賃
金
を
も

つ
。

。
、

、

［２
略

］

て
支
弁

さ
れ
る

職
員
を
除

く
こ
と
。

［２
同

左

］

２
給
料
及
び
手
当
の

増
減
額

の
明
細

２
給

料
及

び
手
当

の
増
減

額
の
明
細

［表
略

］

［表
同

左

］

（注

）

１
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
記

載
す
る

こ
と

（注

）

１
一

般
職

の
職

員
の

給
与

（報
酬

又
は

賃
金

を
も

つ
て

支
弁

さ
れ

る
職

員
に

係
る

給
与

を
除

く
。

［２
略

］

）に
つ
い
て
記

載
す
る

こ
と

。
。

［２
同

左

］

３
給
料
及
び
手
当
の

状
況

３
給

料
及

び
手
当

の
状
況

［(1)

・(2)
略

］

［(1)

・(2)
同

左

］

(3)
級
別
職

員
数

(3)
級
別
職

員
数

［表
略

］

［表
同
左

］

（級
別
の

基
準
と

な
る
職
務

）

（級
別

の
標
準

的
な
職

務
内

容

）

［表
略

］

［表
同

左

］

［(4)

～(6)
略

］

［(4)

～(6)
同

左

］

(7
)

定
年
退

職
及
び

応
募
認

定
退
職

に
係
る
退
職
手
当

(7)
定
年
退

職
及
び

勧
奨
退

職
に

係
る
退

職
手
当

［表
略

］

［表
同
左

］

［(8)
略

］

［(8)
同
左

］

（注

）

１
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に

つ
い
て

記
載
す

る
こ
と

（注

）

１
一

般
職
の

職
員
の

給
与

（報
酬
又

は
賃
金

を
も
つ

て
支

弁
さ
れ

る
職
員

に
係

る
給
与

を
除
く

）

。
。

［２

～４
略

］

に
つ
い
て

記
載
す
る
こ
と
。

５

「(2
)

初
任
給

」

「(6)
期

末
手

当
・
勤

勉
手

当

」及
び

「(7)
定

年
退
職

及
び

応
募
認

定

［２

～４
同
左

］

、

退
職

に
係

る
退
職

手
当

」の

「一
般

会
計

の
制
度

」又
は

「(8)
そ

の
他

の
手

当

」の

「一
般

会
計

５

「(2)
初

任
給

」

「(6)
期

末
手

当
・
勤

勉
手
当

」及
び

「(7)
定

年
退
職

及
び
勧
奨
退

職
、

の
制
度
と
の

異
同

」は
一

部
事
務

組
合
又
は
広
域
連
合
の
経
営
に

係
る
事

業
に
あ

つ
て
は

そ
れ
ぞ
れ

に
係

る
退

職
手
当

」の

「一
般
会

計
の
制

度

」又
は

「(8)
そ
の
他

の
手
当

」の

「一
般
会
計
の

制
、

「主
た

る
構

成
団

体
の

一
般

会
計

の
制

度

」又
は

「主
た

る
構

成
団

体
の

一
般

会
計

の
制

度
と

の
異

度
と

の
異

同

」は
一

部
事

務
組

合
又

は
広

域
連

合
の

経
営

に
係

る
事

業
に

あ
つ

て
は

そ
れ

ぞ
れ

、

同

」と
財
務
規
定
等
の
み

を
適
用

し
て
い

る
事
業

（一
部

事
務
組

合
又

は
広

域
連
合

の
経
営

に
係

る

「主
た

る
構

成
団

体
の

一
般

会
計
の

制
度

」又
は

「主
た

る
構

成
団

体
の

一
般

会
計

の
制
度

と
の

異
、

も
の

を
除
く

）に
あ
つ
て

は
そ
れ

ぞ
れ

「国
の
制
度

」又
は

「国
の
制
度

と
の
異

同
」と

す
る
こ

と
同

」と
し

財
務
規

定
等

の
み

を
適
用

し
て

い
る

事
業

（一
部
事

務
組
合

又
は

広
域

連
合
の
経

営
に

。
、

係
る

も
の

を
除

く

）に
あ

つ
て
は

そ
れ
ぞ

れ

「国
の

制
度

」又
は

「国
の
制

度
と
の

異
同

」と
す

。
。

［６
・
７

略

］

る
こ
と
。

８

「(3
)

級
別

職
員

数

」の

「
（級

別
の
基

準
と

な
る
職

務

）
」は

原
則

と
し

て
当

該
事
業

会

［６
・

７
同

左

］

、
、

計
に

お
け
る

最
も
代

表
的
な
職
種
の
職
員
に

適
用
さ

れ
る
給

料
表
に

係
る

職
種

に
つ
い

て
作

成
す
る

こ
８

「(3)
級
別

職
員

数

」の

「
（級

別
の
標

準
的
な

職
務
内

容

）
」は

原
則
と
し
て

当
該
事
業

、
、

と
会

計
に

お
け

る
最

も
代

表
的

な
職

種
の

職
員
に

適
用

さ
れ

る
給
料

表
に

係
る

職
種
に

つ
い

て
作
成

す
。

［９
・

10
略

］

る
こ
と
。

［９
・

10
同
左

］

備
考

表
中
の

［

］の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
三
十
二
年
度
の
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
平
成
三
十
二
年
度
の
予
算
に
関
し
て
議
会
に
提
出
さ
れ
る
給
与
費
明
細
書
に
つ

い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
限

り
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


